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はじめに　　相談支援（事業）とは

•障害者総合支援法の第5条に規定されており、基本相談・地域相談・計画相談の3つに分けられている 

•地域相談は一般相談に分類され、計画相談は特定相談に分類された 

•一般相談をおこなう事業者を指定（都道府県の）一般事業
者といい、特定相談をおこなう事業者を指定（市町村の）

特定事業者という 

•相談支援に従事する者を相談支援従事者という（初任者

研修の受講は障害者福祉業務の実務経験概ね３年以上必要）



•一般相談である地域相談は、施設から地域に出たりするときに利用するもの。相談支援従事者は、相談内容（図１）によって地域
移行計画や地域定着台帳を用いて支援する 

•特定相談である計画相談は、もともと地域で生活する人が利用するもの。障害サービス（※）を利用する場合、サービス等利用計
画の作成が必要で、サービス実施の状況把握またはニーズが充足
されているかを評価するモニタリングがおこなわれる（セルフプ
ランはこの限りではないが今後問題がでる） 

•特定相談である計画相談は、サービス等利用計画の作成および支給決定にいたる過程（図2）が決まっている

はじめに　　障害サービスを利用する前提に



障害サービス 
障害児通所系を除く

いままでの説明を図解すると・・・



•1990年の「心身障害児(者)地域療育拠点施設事業（知的）」を実施 •1996年の障害者プランによる3つの支援事業実施市町村地域生活支援
（身体）・障害児地域療育等（知的）・精
神障害者地域生活支援 •2006年の障害者自立支援法における身体障害、知的障害、精神障害、
三障害一元化して実施 •2012年障害者総合支援法における基幹相談支援センターの設置・自立
支援協議会の法定化して実施（～2015年

3月までにすべての利用者にサービス等利用計画を作成義務化）

障害福祉による相談支援事業の変遷

➡障害福祉サービスは施設に機能が集
中。施設を社会化する目的で地域の
障害児（者）に療育・訪問 

➡地域のことは地域で対処。3つの事
業は「概ね30万人に2箇所」程度で
支援センターなどを整備 

➡支援センターが利用計画を作成。一
元化で相関性・統一性を重視。サー
ビス提供は総合的・効率的に実施 

➡利用計画作成の義務化。専門家主導
のケア・マネジメントの過渡的形態
を実現。相談支援事業者への助言・
指導的立場を付与。



相談支援（事業）の動向



①行政・基幹相談支援セ
ンターの強い結びつき 

②高齢親御さんの介護を
当然視してサービスの利
用抑制 

③区分認定に基づくパター
ナリズムが支援を限定さ
せる

ある事例からの報告



計画相談は指定事業者
が行うが・・・ 

行政・基幹相談支援セ
ンター・相談支援事業
者らの関係性強化 

関係強化と言えば聞こ
えは良いが・・・

①相談支援事業者の自主独立性が損なわれる？

例）平成30年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実 強化に向けた取組について



②家族介護ありきの生活設計？



③障害者本人の権利行使を支えるもの

体調不良時は自宅で介護
が受けられるようにした
い・・・ 

地域生活で起こりうるこ
とを想定した利用計画に
制限はつかないはず 

相談支援は権利を支える
セーフティネットの役目



提案①未来を作る相談支援従事者を増やす

相談支援従事者からの相談に応じたやりとり



提案②未来を作る関係者を増やす

家族に宛てた書面 月1で聞き取った内容を事業者に宛てた書面



提案③未来を作る関係者がつながる

事業の滞りが起こらないよ
う事業者との関係性をつく
るはず・・・ 

計画の提示だけでは済まな
い現実。事業者ごとの課題
は地域の課題だったはず 

障害者の地域生活を支え、
地域社会を変え、地域の未
来を作るイメージを持ち合う



当事者主権とは、私が私の主権者である、私以外のだれも－国家も、家族も、専門家も－
私がだれであるか、私のニーズが何であるかを代わって決めることを許さない、という立
場の表明である。 

専門家とはだれか。専門家とは、当事者に代わって、当事者よりも本人の状態や利益に
ついて、より適切な判断を下すことができると考えられている第三者のことである」とあ
り、そのような態度で当事者に関わることを「パターナリズム（温情的庇護主義）とい
う。 

例）当事者主権　上野千鶴子・中西正司　岩波新書2003年　 

参考：当事者主権（主体）とは

•当事者主権（主体）の事業を考えるとき、その基本的態度は、セルフマネジメントを支えるものであるか、区分認定に基づく専門家主導のパターナリズムではな
いかを見極めることにある


